
一
頁

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
案
要
綱

第
一

総
則

一

目
的

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
は
、
地
方
公
共
団
体
が
共
同
し
て
運
営
す
る
組
織
と
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
五
十
三
号
）
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第

号
）
の
規
定
に
よ
る
事
務
並
び
に
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
務

を
地
方
公
共
団
体
に
代
わ
っ
て
行
う
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
そ
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
支
援
を
行
い

、
も
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
行
政
事
務
の
合
理
化
及
び
住
民
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

数機
構
は
、
一
を
限
り
、
設
立
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）



二
頁

三

資
本
金

１

機
構
の
資
本
金
は
、
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
か
ら
出
資
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
金
額
と

す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

２

機
構
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

３

地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
は
、
機
構
に
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
第
三
項
関
係
）

四

定
款

機
構
の
定
款
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
定
款
の
変
更
は
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ

の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
二

代
表
者
会
議

一

代
表
者
会
議



三
頁

機
構
に
、
代
表
者
会
議
を
置
き
、
都
道
府
県
知
事
、
市
長
又
は
町
村
長
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
、
市
長
又
は
町

村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
が
そ
れ
ぞ
れ
選
定
す
る
者
及
び
地
方
行
財
政
、
法
律
又
は
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
高
い
識
見

を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
、
市
長
又
は
町
村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
が
そ
れ
ぞ
れ
又
は
共
同
し
て
選
定

す
る
者
各
同
数
を
も
っ
て
組
織
し
、
そ
の
定
数
は
、
六
人
以
上
十
二
人
以
内
に
お
い
て
定
款
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

代
表
者
会
議
の
権
限

定
款
の
変
更
、
業
務
方
法
書
、
予
算
及
び
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
会
議
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
機
構
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
に

対
し
、
機
構
の
業
務
並
び
に
資
産
及
び
債
務
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
役
員
又
は
職
員
の
行
為
が
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
定
款
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
に
対
し
、

当
該
行
為
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

第
三

役
員
及
び
職
員



四
頁

一

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
、
副
理
事
長
、
理
事
及
び
監
事
を
置
き
、
理
事
長
は
、
機
構
を
代
表
し
、
そ
の
業
務

を
総
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
関
係
）

二

役
員
の
任
命
等

理
事
長
及
び
監
事
は
、
代
表
者
会
議
が
任
命
し
、
副
理
事
長
及
び
理
事
は
、
理
事
長
が
代
表
者
会
議
の
同
意
を
得
て
任

命
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
代
表
者
会
議
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
欠
格
事
項
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
役
員
に
関
す
る
所
要
の
規

定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
関
係
）

三

職
員
の
任
命

機
構
の
職
員
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

第
四

業
務

一

業
務
の
範
囲



五
頁

機
構
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
行
う
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
情

報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
務
の
受
託
等
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

二

業
務
方
法
書

機
構
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
業
務
方
法
書
を
作
成
し
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
そ
の

業
務
方
法
書
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

三

経
営
審
議
委
員
会

機
構
に
、
経
営
審
議
委
員
会
を
置
き
、
委
員
は
、
地
方
行
財
政
、
法
律
又
は
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有

す
る
者
そ
の
他
の
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
代
表
者
会
議
が
任
命
す
る
こ
と
と
し
、
理
事
長
は
、
業
務
方
法
書

、
予
算
及
び
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
そ
の
他
定
款
で
定
め
る
事
項
等
に
つ
い
て
、
経
営
審
議
委
員
会
の
意
見
を
聴
く

と
と
も
に
、
代
表
者
会
議
の
議
決
を
求
め
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、

経
営
審
議
委
員
会
は
、
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
又
は
自
ら
建
議
を
行
い
、
当
該
建
議
の
た
め

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
に
対
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
理
事
長
は
、
経
営
審
議
委
員
会
が

述
べ
た
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
関
係
）



六
頁

四

本
人
確
認
情
報
保
護
委
員
会

機
構
に
、
本
人
確
認
情
報
保
護
委
員
会
を
置
き
、
委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
長
が
任
命
す

る
こ
と
と
し
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
本
人
確
認
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
と
認
め
る
意
見
を
理
事
長
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
関
係
）

五

認
証
業
務
情
報
保
護
委
員
会

機
構
に
、
認
証
業
務
情
報
保
護
委
員
会
を
置
き
、
委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
理
事
長
が
任
命
す

る
こ
と
と
し
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
認
証
業
務
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
と
認
め
る
意
見
を
理
事
長
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

第
五

財
務
及
び
会
計

一

予
算
等

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
予
算
及
び
事
業
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
作
成
し
た
と
き
は

、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）



七
頁

二

企
業
会
計
原
則

機
構
の
会
計
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
企
業
会
計
原
則
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

三

財
務
諸
表
等

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
を
作
成
し
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
と
し
、
官
報
に
公
告
す
る
と

と
も
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

四

費
用
の
負
担

機
構
の
運
営
に
要
す
る
費
用
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

第
六

雑
則

一

報
告
及
び
立
入
検
査



八
頁

総
務
大
臣
は
、
機
構
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
定
款
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
業
務
並
び
に
資
産
及
び
債
務
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の

職
員
に
、
機
構
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

二

違
法
行
為
等
の
是
正

総
務
大
臣
は
、
機
構
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
職
員
若
し
く
は
代
表
者
会
議
の
委
員
の
行
為
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ

の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
定
款
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
当
該

行
為
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
機
構
は
速
や
か
に
当
該
行
為
の

是
正
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
当
該
措
置
の
内
容
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

三

解
散

機
構
の
解
散
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
関
係
）



九
頁

第
七

罰
則

所
要
の
罰
則
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
関
係
）

第
八

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
一
条
か
ら

第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に

つ
い
て
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
、
第
二
十
六
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

設
立
委
員



一
〇
頁

都
道
府
県
知
事
、
市
長
及
び
町
村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人

の
機
構
の
設
立
委
員
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

設
立
の
認
可
等

１

設
立
委
員
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
定
款
を
定
め
、

並
び
に
機
構
の
最
初
の
事
業
年
度
の
事
業
計
画
及
び
予
算
を
作
成
し
、
そ
の
定
款
、
事
業
計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て
総

務
大
臣
の
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
一
項
関
係
）

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
二
項
関
係
）

３

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
に
成
立
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
定
款
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
三
項
関
係
）

４

設
立
委
員
は
、
機
構
の
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
四
項
関
係
）

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
機
構
の
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
は
、
機
構
の
成
立
の
時
に
お
い
て
機
構
の
理
事
長



一
一
頁

と
な
る
も
の
と
し
、
そ
の
任
期
は
、
機
構
の
成
立
後
最
初
に
開
催
さ
れ
る
代
表
者
会
議
に
お
い
て
理
事
長
が
任
命
さ
れ

る
ま
で
の
間
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
五
項
関
係
）

６

設
立
委
員
は
、
機
構
が
成
立
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
務
を
機
構
の
理
事
長
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
六
項
関
係
）

７

機
構
の
行
う
設
立
の
登
記
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
第
七
項
関
係
）

四

財
団
法
人
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
の
解
散
並
び
に
権
利
及
び
義
務
の
承
継
等

１

財
団
法
人
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月

一
日
に
解
散
し
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
解
散
時
に
お
い
て
機
構
が
承
継
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
他
の
法
令
中
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
第
一
項
関
係
）

２

機
構
が
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
の
解
散
の
日

の
前
日
に
お
い
て
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
金
額
に
相
当
す
る



一
二
頁

金
額
は
、
機
構
の
設
立
に
際
し
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
機
構
に
対
し
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
第
二
項
関
係
）

３

機
構
が
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー

の
解
散
時
に
お
い
て
機
構
を
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
情
報
処
理
機
関
に
指
定
し
た

も
の
と
み
な
し
て
、
同
法
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
第
三
項
関
係
）

五

機
構
が
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
伴
う
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
の
特
例

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の

間
は
、
機
構
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
第
二
項
、
第
三
十
条
の
十
二
、
第
三
十
条
の
十
六
、
第
三
十

条
の
十
七
第
三
項
、
第
三
十
条
の
十
九
、
第
三
十
条
の
二
十
四
及
び
第
三
十
条
の
二
十
五
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

六

財
団
法
人
自
治
体
衛
星
通
信
機
構
の
権
利
及
び
義
務
の
承
継



一
三
頁

１

機
構
が
成
立
し
た
時
に
お
い
て
、
財
団
法
人
自
治
体
衛
星
通
信
機
構
（
以
下
「
自
治
体
衛
星
通
信
機
構
」
と
い
う
。

）
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
で
あ
っ
て
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

り
自
治
体
衛
星
通
信
機
構
が
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
証
機
関
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
事
務
（
当
該
事
務
に
附
帯
す
る
事
務
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
は
、
機
構
が
成
立
し
た
時
に
お
い
て
、
権
利
及
び

義
務
の
承
継
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
承
継
計
画
書
に
お
い
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
機
構
が
承
継
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
第
一
項
関
係
）

２

機
構
が
自
治
体
衛
星
通
信
機
構
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
機
構
が
成
立
し
た
時
に
お
い

て
機
構
を
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
証

機
関
に
指
定
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
第
二
項
関
係
）

七

機
構
が
自
治
体
衛
星
通
信
機
構
の
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
伴
う
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証

業
務
に
関
す
る
法
律
の
適
用
の
特
例

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律



一
四
頁

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
機

構
に
つ
い
て
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
、
第

四
十
条
、
第
四
十
一
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）

八

機
構
の
業
務
の
範
囲
等
に
係
る
経
過
措
置

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
九
条
関
係
）

九

経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
改
正
等

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
改
正
そ
の
他
の

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
条
か
ら
附
則
第
十
六
条
）


